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21-D-1038 

2021 年 12 月 10 日  
 
 
 
 

五洋建設株式会社 第 5 回無担保社債に対して 
CBI 気候変動債発行後検証業務を実施 

 

 JCR は、五洋建設株式会社の第 5 回無担保社債に対して、CBI 気候変動債発行後検証業務

を実施いたしましたのでご連絡いたします。 

 

＊気候変動債に関する発行後検証報告書の概要は次ページ以降をご参照ください。  
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付属書 1 

五洋建設株式会社 第 5 回無担保社債の 
事実関係に関する発行後報告書  

 

認定検証機関名: 

 株式会社日本格付研究所 

 

当該報告書の対象となる発行体 

五洋建設株式会社 

 

完了した作業の範囲 

五洋建設株式会社は、本社債を発行し、その調達資金を SEP 型多目的起重機船の建造(「適格グリーン・プ

ロジェクト」)の資金調達または借り換えに充当した。 

五洋建設株式会社は、2020 年 10 月 14 日に発行した第 5 回無担保社債(以下、「債券」)の限定された保証を

付して発行後の検証を行うために、CBI の認定検証機関である JCR に委託した。 

JCR は 2021 年 10 月 6 日から 2021 年 11 月 5 日までこの保証業務に従事した。 

 

独立性と品質管理 

JCR は、第三者性を維持し、本検証報告書の適格性を管理するための諸規則を有する。 
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評価手法の仕様を含む、契約条件に従った作業の詳細 

 

5. 資金使途 

気候変動債基準の要件 結果 要件充足 

5.1. 債券の正味手取り金は、対象プ

ロジェクトと資産に充当されるべきで

ある。 

 

債券発行により調達した資金は、対象プ

ロジェクトである SEP 型多目的起重機船

に計画通り充当しており、2022 年 9 月に

全額が充当完了する予定である。 

「充足」 

5.2. すべての対象プロジェクト及び資産

は、Clause 6.1.1.に示された債券につい

て文書化された目的を満たし、気候変動

債基準 Part C の要件に適合しているべ

きである。 

発行体は、グリーンボンドフレームワーク

を策定し、その中で左記事項について適

切に文書化した。 

 

確認資料: 付属書 2 

「充足」 

5.3. 発行体は債券発行から 24 か月以

内に対象プロジェクト及び資産に資金を

充当するか、対象プロジェクト及び資産

への資金充当計画を発行後報告書に

Clause8.3 における発行後レポーティング

として開示するべきである。資金使途は

債券が償還期限を迎えるか残高が残っ

ている限り、その他の対象プロジェクト及

び資産に再充当してもよい。 

発行体は、2020 年 10 月に発行した第 5

回無担保社債について、発行から 24 カ

月以内の 2022 年 9 月末までに資金充当

を終える予定である。現在の発行体の資

金充当状況は、発行額 100 億円のうち、

約 67％にあたる 66.75 億円を充当済み

である。また、資金充当状況は毎年、資

金充当が完了するまで、発行体のウェブ

サイトで開示予定であるほか、JCR によ

る評価レポートで開示予定である。 

「充足」 

5.4. 対象プロジェクト及び資産は、以下

の事項が発行体によって示されない限

り、他の認証付気候変動債（借入金、そ

の他債務性商品、グリーンボンド、グリー

ンローンまたはその他のラベルの付いた

金融商品（ソーシャルボンド、SDGs ボン

ド等）に充当してはならない。 

対象プロジェクトおよび資産は、他の認

証付き気候変動債やその他のラベルの

付いた金融商品によってファイナンスが

行われていない。 

「充足」 

 5.4.1. 対象プロジェクト及び資産の大半が異なる

認証付気候変動債（借入金、その他債務性商

品）、グリーンボンド、グリーンローンまたはその他

のラベルの付いた金融商品（ソーシャルボンド、

SDGs ボンド等）によって資金調達されている、ま

たは、 
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 5.4.2. 既存の認証付気候変動債（借入金、その

他債務性商品、グリーンボンド、グリーンローンま

たはその他のラベルの付いた金融商品（ソーシャ

ルボンド、SDGs ボンド等）が新たに認証付気候変

動債（借入金、その他債務性商品）によってリファ

イナンスされる 

5.5.  

本社債の正味手取り金がリファイナンス

に使用される場合、発行体は新規投資と

リファイナンスの割合及びどのプロジェク

トがリファイナンス対象であるかを追跡管

理すべきである。リファイナンスについて

は、ルックバック期間も設定すべきであ

る。 

調達資金の新規投資及びリファイナンス

の割合は、55.3 億円対 44.7 億円である。

なお、リファイナンスに関するルックバッ

ク期間は、過去 1 年間である。 
「充足」 

5.6.  

債券の正味手取り金は Clause 3.1.の規

定に従って、正式な内部プロセスによっ

て追跡管理されるべきである。 

管理方法については、グリーンボンドフ

レームワークによって文書化されている

ほか、検証機関である JCR に対して開

示されている。 

 

確認資料：付属書 2 

「充足」 

5.7. 

債券の正味手取り金は、対象プロジェク

ト及び資産の総投資額または債務残高

あるいは、発行体によって保有または融

資されている対象プロジェクト及び資産

の時価総額に対する適切な割合を越え

てはならない。 

SEP（自己昇降式作業台）型多目的起重

機船の事業総額は 185 億円（うち五洋建

設持分 120 億円）であり、発行額 100 億

円を上回っている。 「充足」 

5.8. 

対象プロジェクト及び資産の追加、差し

替え、補充は、気候変動基準 Part C で

適格と認められる場合で、Clause 6.1.1 に

定める目的と適合している場合には、対

象プロジェクト及び資産ポートフォリオに

含めてもよい。 

対象プロジェクトの追加・差し替え・補充

は行われていない。 

「充足」 

5.8.1. 

追加された対象プロジェクト及び資産が発行前

検証または発行後検証のスコープに含まれてい
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なかったセクター基準に属するものである場合、

発行体は検証機関に追加分の対象プロジェクト及

び資産が関連するセクター基準及び気候変動基

準 Part C に適合している旨の検証レポートを提供

してもらうよう、働きかけるべきである。 

 

 

6.プロジェクト及び資産の評価選定プロセス 

気候変動債基準の要件 結果 要件充足 

6.1 発行体は、対象プロジェクト及び資産

が引き続きグリーン適格であることを決

定する意思決定プロセスを文書化し保存

すべきである。当該文書には以下を含め

るべきである。 

発行体は、グリーンボンドフレームワーク

を策定し、その中で左記事項について適

切に文書化した。 

 

確認資料: 付属書 2 

「充足」 

6.1.1.債券の気候関連の目的に係るステートメ

ント 

6.1.2.債券の気候関連の目的が、環境の字置く

可能性に関連した目的、戦略、方針、プ

ロセスの文脈においてどのような位置

づけか。 

6.1.3. 債券の発行理由 

6.1.4. 対象プロジェクト及び資産が、気候変動

債基準 Part C の適格要件に合致してい

るかを決定するプロセス 

6.1.5. Clause 2.2 に記載されたその他の情報 
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7. 資金管理 

気候変動債基準の要件 結果 要件充足 

7.1 本件社債の正味手取金は、サブアカ

ウントに貸方記入され、サブポートフォリ

オに移動されるか、あるいは発行体によ

り適切な方法で識別され文書化されるも

のとする。 

発行代わり金は、専用の帳簿を用意し、

その中で適切に管理が行われている。 

 

確認資料：付属書 2 

 

「充足」 

7.2. 発行体は Clause 3.1.3 に定められた

対象プロジェクト及び資産に対する債権

の正味手取り金の充当について、専用

のプロセスを維持・管理すること。 

対象プロジェクト及び資産に対する資金

充当のプロセスが適切に構築・運用され

ている。 

 

確認資料：付属書 2 

「充足」 

7.3.  

債券残高が残っている場合、調達した資

金の残高は、適格投資または貸付実行

に見合う量だけ減額されるものとする。

そのような投資または指定プロジェクトお

よび資産への貸付実行が行われるまで

は、未充当の残高は次のとおりとする。 

7.3.1. 財務機能の範囲内で、現金または現金同

等物である一時的な投資商品に保有されている

こと。 

7.3.2. 低炭素で気候変動に強い経済の実現と矛

盾するような、温室効果ガス集約型プロジェクトを

含まない一時的な投資商品で保有されること。 

7.3.3. 投資または指定プロジェクトおよび資産の

実行のために引き直される前に、一時的に回転

性のある債務を減少させるために適用される 

未充当資金は現金または現金同等物に

よって管理されている。 

 

確認資料：付属書 2 

「充足」 
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8. レポーティング体制 

気候変動債基準の要件 結果 要件充足 

8.1. 発行体は少なくとも年に1回債券

の残高がある間は更新レポートを準備

すべきである。 

発行体は年次でのレポートを準備して

いる。 

確認資料：付属書2 

「充足」 
8.1.2. 更新レポートは債券保有者及びCBIの役員

会に提供すべきである。 

8.1.3. 発行体は重大な進展があった場合には適

時に債券保有者に更新レポートを提供しなければ

ならない。 

 

その他報告すべき事項 

なし 

 

事業体/事業体の責任 

五洋建設は、基準に従って対象事項の収集、準備および提示に責任を持ち、本件ボンドをサポートするよ

うに設計された適切な記録および内部統制を維持する責任を負います。 

 

検証者の責務 

JCR は、五洋建設が提供し、作成した情報および文書をレビューして、グリーンボンドの CBI 要件との整

合性を評価する責任を負う。 

• 対象プロジェクトおよび資産要件の選定への適合 

• 内部プロセス&統制要求事項への適合性 

• 報告要件への適合性 

JCR では、以下の検証手続きを実施している。 

- 事業体に JCR に検証のための適格かつ信頼できる情報を提供するよう要請する。 

- 「ボンド」と「気候ボンド」の基準との整合性および事業体から提供された関連文書の評価。 

- 本債券によって資金調達される適格グリーン支出に関連する本事業体の関連スタッフおよび管理

者、ならびに本事業の持続可能性戦略を立案する担当者へのインタビュー。 

- 気候債基準 3.0 に対する五洋建設から提供された証拠の評価。 

- 保証報告書および結論を決定するための内部委員会。 

- 限定保証報告書の提供。 

 

限定保証手続は、独立監査の関連する一般原則および専門的基準に準拠し、歴史的財務情報の監

査またはレビュー以外の保証業務に関する国際規格(ISAE 3000)に準拠している。 
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事実調査報告書の配布・利用の制限 

気候ボンド認証に関する事実関係の調査結果の報告書は、五洋建設および気候ボンド基準審議会の利

用を目的としたものであり、付随して提供されるすべての文書を含んでいる。本文書は、五洋建設、CBI お

よび JCR によって公表されることがある。CBI と JCR は、五洋建設の同意を得て報告書を公表することに

合意する。 

 

 

 

留意事項 
本文書に記載された情報は、JCR が、発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものです。ただし、当該情報には、人為的、機械的、またはその他の
事由による誤りが存在する可能性があります。したがって、JCR は、明示的であると黙示的であるとを問わず、当該情報の正確性、結果、的確性、適時性、完全
性、市場性、特定の目的への適合性について、一切表明保証するものではなく、また、JCR は、当該情報の誤り、遺漏、または当該情報を使用した結果について、
一切責任を負いません。JCR は、いかなる状況においても、当該情報のあらゆる使用から生じうる、機会損失、金銭的損失を含むあらゆる種類の、特別損害、間
接損害、付随的損害、派生的損害について、契約責任、不法行為責任、無過失責任その他責任原因のいかんを問わず、また、当該損害が予見可能であると予
見不可能であるとを問わず、一切責任を負いません。 

 

 


